
   

○ 通常補てん金（基準輸入原料価格の算定期間を制度本来の 1 年間とした場合）

○ 緊急補てん金（基準輸入原料価格の算定期間を 2.5 年間とした場合）

      （注）令和 5 年度の第 3 四半期の緊急補てん額（一括払い）3,000 円/ﾄﾝは見込み額

                                      （2023 年 10 月 24 現在）


